
ベトナムにおけるフィンテック関連の法制度概要
― 決済仲介サービス、仮想通貨など

　　　　　　
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の ベトナムプラクティスチーム責任編集のニューズレターを隔月でお届けしています。
当事務所のベトナムプラクティスチームは、政府当局との折衝・交渉の実績を持つ法律事務所であるA-PAC International Law Firm (APAC)と
提携関係を結び、目覚ましい発展を遂げてまいりました。ベトナムプラクティスでは、進出支援、M&A・企業再編、官庁折衝・交渉、
企業法務、訴訟・仲裁、撤退、法令調査といった、多種多様な業務に関して、質の高いリーガルサービスを提供するよう努めております。

▶ 
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ベトナムでは、若年世代の人口ボリュームが多くインターネット
普及率も比較的高いことから、国外の投資家からもフィンテック

（Fintech）分野の発展に高い関心が寄せられており、政府も意欲
的な姿勢を見せています。 

そもそもフィンテックとは、金融（Finance）と技術（Technology）を
組み合わせた造語で、金融サービスと情報技術を結びつけた
さまざまな革新的な動きを指すものをいいます。一例として、
E コマースと結びついた電子決済や、ネット上で貸し手と借り手を
結びつける P�P レンディング、ブロックチェーンを基盤とする
仮想通貨等が挙げられます。

一方で、ベトナムにおけるフィンテック関連事業の法整備は途上
段階といえ、国外からの投資の多くが決済分野に限られている
のが現状です。

今回は、ベトナムの決済仲介、仮想通貨の分野を中心にフィン
テック関連の法制度概要を解説していきます。

フィンテックに関連する政府方針
及び国家銀行の動き

ベトナム政府は、首相決定の発行等を通して長らく金融活動への
テクノロジー導入に取り組んできました。

直近においては、���� 年 � 月 �� 日付の「���� 年を見据えた
���� 年までの国家財政包括戦略の承認に関する首相決定第 ���/
QD-TTｇ号」（以下、「決定第 ��� 号」という。）においても、
フィンテックについて直接的な規定がされています。同決定では、
政府に対して、電子マネー、プリペイドカード用電子マネー口座、
電子財布、及びデジタル技術に基づくその他の金融製品サービスに
関する法令を見直すことが求められています。

政府は、同首相決定の対象期間中に、銀行分野においてフィン
テック規制サンドボックス（Fintech Regulatory Sandbox）を

検討し、設置するものとしています。また、金融機関と決済仲介
組織等フィンテック組織との間の新たな決済技術解決策の開発
活動に関する協力が奨励されています。加えて、フィンテックの
開発のために必須な条件のひとつとして、銀行口座保有率を
現在の ��％から ���� 年末までに ��% まで引き上げることが
目標とされています。

（�）首相決定第 ��� 号について

国家銀行も、フィンテックの導入に積極的で、「Fintech Challenge 
Vietnam」というスタートアップ企業のコンテストを主催する等の
活動を実施しています。

国家銀行は、���� 年 � 月 �� 日付決定第 ���/QD-NHNN 号に
より、フィンテック関連の法的枠組み等を検討させるため、
フィンテック指導委員会を設置しました。同委員会はキャッシュ
レス決済、P�P レンディング、ブロックチェーン等の分野に
おけるサンドボックス設置について検討するものです。実際に、
国家銀行は、決定第 ��� 号を受けて、���� 年 � 月の初旬に銀行
分野におけるフィンテック活動に対するサンドボックスに関する
政令の公布を提案するために、政令案を公開し、パブリック
コメントを実施しています。

同政令案によれば、フィンテック活動に対するサンドボックスの
対象となる活動は、決済、融資、P�Pレンディング、オープン API、
ブロックチェーン、銀行支援活動等の � 分野とされています。
本政令の適用対象者には、金融機関法上の金融機関、フィンテック
ソリューションを提供し、銀行と協力するフィンテック企業、
フィンテックソリューションを提供する独立した会社が含まれると
されています。国家銀行を窓口とし、首相承認を受けた企業は、
承認された期間において試験的に事業活動を実施することが
認められることになる見込みです。

（�）国家銀行の動き

はじめに
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分野ごとの法規制の概要

（�）キャッシュレス決済に関する第 ��� 号政令

ベトナムにおいては、キャッシュレス化実現のため、キャッシュ
レス決済サービス分野についての法整備が行われてきました。
現時点では、キャッシュレス決済に関する ���� 年 �� 月 �� 日付
政令第 ���/����/ND-CP 号（政令第 ��/����/ND-CP 号及び
政令第 ��/����/ND-CP 号により改正、以下「政令第 ��� 号」
という。）が施行されています。政令第 ��� 号は電子財布サービス
等を含む、非銀行機関が提供する決済仲介サービスや、仮想
通貨分野に関連するものです。

現在、政府は政令第 ��� 号に代わる政令案をパブリックコメントに
かけています。当該政令案によれば、銀行と外国銀行の支店に
対しては、新たにプリペイドカードの形式で電子マネーを提供
することが認められることになる他、決済仲介サービスを提供
する組織にの事業に関し、電子財布及びモバイルマネーの形態
による電子マネーの提供について明確に規定されることになり
ます。

（�）キャッシュレス決済について

キャッシュレス決済サービスとは、決済口座を通じての決済
サービス、及び顧客の決済口座を通じない幾つかの決済サービス
からなるものとされています（政令第 ��� 号第 � 条第 � 項）。
代表的なところでは、クレジットカード、デビットカードや
プリペイドカードがこれに該当します。

キャッシュレス決済サービスを提供することができる主体は、
国家銀行、商業銀行、政策銀行、協同組合銀行、外国銀行の
支店、人民信用基金及びマイクロファイナンス組織からなる

（通達第 ��/����/TT‐NHNN 号第 � 条第 � 項）とされており、
金融機関以外の一般的な企業がサービスを提供することは認め
られていません。

（�）決済仲介サービス

ベトナムでは、EC サイト等を通した電子商取引が急激に広まって
おり、コロナ感染症の影響はこうした傾向の一層の後押しと
なっています。一方で、オンライン決済等商品受領前の支払いに
対する不信感も根強く、支払いについては代引き決済が主流です。
日常生活においても、都市部におけるコンビニ、スーパーや
チェーン店を除き、現金しか受け付けられない場合も多くあります。

一方で、ベトナム政府は、決済仲介サービスを利用しての
キャッシュレス化に意欲的な姿勢を見せており、現在、ベトナムに
おいては、外国投資家からの出資を受けた企業を含む �� の
決済仲介サービス事業者が登録されており、多くのスタート
アップ企業も誕生する等フィンテック分野の中でも投資が集中
しています。この分野には外国投資家も強い関心を見せており、

���� 年に NTT データグループが決済代行機能を有する「Payoo」
を提供する Vietunion Online Services Corporation を子会社
化し、���� 年には韓国のサムスンが「サムスンペイ」という
スマホ決済サービスを開始し、���� 年にはシンガポール系の
配車アプリ大手の Grab が地場 MOCA テクノロジー＆サービスと
提携してオンライン決済を可能にする GrabPay by Moca の
提供を開始する等、日系を含む外国投資家が進出しています。

政令第 ��� 号によれば、決済仲介サービスには以下のサービスが
含まれるとされています（政令第 ��� 号第 �� 条第 � 項、決済
仲介サービスに関する通達第 ��/����/TT-NHNN 号（通達第 ��/
����/TT-NHNN 号により改正、以下「通達第 �� 号」という。）
第 � 条）。

なお、通達第 �� 号では、個人が保有する電子財布を経由した
� ヶ月あたりの取引限度額を新たに設定しており、原則として
� 億ベトナムドンとされています（通達第 �� 号第 � 条第 � 項
第 c 号）。

投資法上、決済仲介サービスは条件付投資分野であると定め
られており（投資法の附属書 IV）、非銀行組織が決済仲介サービスを
提供する場合、以下の条件を充足しなければならなりません

（政令第 ��� 号第 �� 条第 � 項）。

また、上記に加え、国家銀行から事業許可書を取得することも
必要となります（政令第 ��� 号第 �� 条第 � 項）。

電子決済インフラサービス
金融スイッチングサービス [�] 、電子決済サービス、電子
決済ゲートウェイサービス

決済支援サービス
現金徴収・支払支援サービス、電子送金支援サービス、
電子財布サービス

国家銀行が定めるその他のサービス

• 当局から企業登録証明書等設立許可書を発行されたこと

• 決済仲介サービス提供の計画について当局の承認を受け、
        かつ当該事業活動について定款に規定されていること

• 少なくとも ��� 億ドンの定款資本金を有すること

• 実務経験者の配置等の法定の人材に関する条件を満た
       していること

• その他、法定の技術的かつ専門的な条件を満たしていること

---
[�] 決済取引を実施するため、電子データの接続、移転及び処理を

実施する技術的なインフラを提供するサービスのこと（通達第��号
第３条第１項）。



他プラクティスグループのニューズレターも配信しております。
配信を希望される方は下記メールアドレス宛にご連絡ください。
広報部宛　prcorestaff@aplaw.jp
※お名前、部署、役職をご明記ください。
   また、下記の一覧よりご興味ある分野をお選びください。

【日本語】
□ジェネラル／様々な分野の旬な法律トピックス
□ベトナムビジネス
□インドビジネス
□ロシアビジネス
□再生可能エネルギー
□農林水産
□イノベーション／テクノロジー
□その他（ご興味のある分野をご教示ください。）

【英語】
□ジェネラル／様々な分野の旬な法律トピックス
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スタートアップの中には、事業計画実施のための資金需要を
満たすため、外国投資の受け入れに意欲的な企業も多く見られると
思われます。一方で、必ずしも法整備が整っていない面も多い
ため、担当官ごとに判断が別れるといった事態も想定されうる
ところであり、フィンテック分野での投資を検討するに際しては
政策の動向も踏まえた上での慎重な判断を行うことが重要と
いえるでしょう。

最後に

（�）仮想通貨 (Crypto currency) に関する法規制

ベトナムにおいても仮想通貨が流行し、今日に至るまで仮想
通貨取引自体は行われています。一方で、現在のベトナム法令上、
仮想通貨、又は仮想財産[�] に関する投資、使用、取引、決済等に
ついて個別の法的枠組みは整備されておらず、民法、商法、
国家銀行法、キャッシュレス決済に関する規定等現行法令に
照らしても必ずしも明確ではない状況です。

このような状況において、国家銀行は、仮想通貨による決済に
ついて、���� 年に発行された個別の公文書を通じて、仮想
通貨が法令上許容された「小切手、支払指図書、取立委託書、
銀行カード、及び国家銀行が規定するその他の手段」（政令第 ��� 号
第 � 条第 � 項及び第 � 項）に該当せず違法であるとし、決済
手段としての使用等の行為について罰則が適用されるとの見解を
表明しました。また、ビットコイン等仮想通貨に対する管理の
強化に関する ���� 年 � 月 �� 日付首相指示第 ��/CT-TTG 号でも、
社会に対する危害や消極的な影響を抑止し、仮想通貨に関する
違法行為を防止するため、国家銀行、財務省や公安省等の管轄
官庁は、仮想通貨の取引等に関する活動の管理、及び制限を
強化すると規定されており、慎重な姿勢が取られているといえます。

一方で、政府は法的枠組み整備にも意欲を見せており、���� 年
� 月、首相は「仮想財産、電子通貨及び仮想通貨を管理、処理
するための法的枠組みの完成に関する提案を承認する決定第 ��
��/QD-TTｇ号（以下、「決定第 ���� 号」という。）」を公布して
います。同決定で承認された事項の一つには、法務省が ���� 年
�� 月までに仮想財産及び仮想通貨を管理、処理する法的枠組みを
設置するための法令の改正に関する提案を作成することが含まれて
います。また、���� 年 � 月には、財務省が、財務省管轄下の仮想
通貨に関する法制度整備について提案させるため、仮想通貨
研究作業部会を発足させており、今後の動向が注目される
ところです。

決済仲介サービスに対して、ベトナム政府が外資規制を科す
ことはベトナムの WTO コミットメントスケジュールや、CPTPP
協定等の市場開発に関する国際合意上、制約されていないものと
考えられますが、現時点では、特段の外資規制は課されていません。
この点、上述の政令第 ��� 号に代わる新政令案について、国家
銀行は外資の上限を ��％とすることを提言しましたが、すでに
外国投資家からの出資が ��% を超える事業者があることや、
外国投資誘致の必要性といった観点から強い反対を受け、外資
上限に関する規定は政令案から削除されています。

---
[�] 仮想財産について、法令上の定義規定は見受けられません。

（�）その他の法規制

P�P レンディング、ブロックチェーンといった分野は、政令
第 ��� 号の直接的な適用対象ではなく個別な法的枠組みが整備
されていません。国家銀行も、インターネットを経由した個人
間の貸付である P�P レンディングについて、現実にプラット
フォームを運営する事業者が存在しているものの、法的枠組みが
整っていないことを認め、整備する方針を示しています。法整備が
なされていない分野では、高利での貸出し、個人情報の漏洩、
マネーロンダリング等が懸念され、早急な対応が望まれるところです。

このような状況を受けて、関連分野についてサンドボックスに
関する政令案がパブリックコメントにかけられているのは先述の
とおりで、今後の動向が注目されるところです。
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No.��� 「ベトナムにおける商事調停に関する新政令について」（����年�月�日）
No.��� 「ベトナムにおける情報アクセスに関する新法」（����年�月�日）
No.��� 「ベトナムにおける職業訓練機関の設立、分割、分離及び合併の要件に関する新たな規定」（����年�月�日）
No.��� 「ベトナム改正民法の主な変更点」（����年�月��日）
No.��� 「ベトナムにおける代理制度と企業が取引を行う際の留意点」（����年��月��日）
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執筆者

弁護士 戸松 夏子
（アソシエイト）

東京弁護士会

���� 年 � 月より APAC のホーチミン
オフィスに出向していました。ベトナム
では、クロスボーダー法務、M&A、一般
企業法務、倒産処理、労働事件等の分野
で幅広く活躍し、その経験を活かして、
現在は東京から日系企業のベトナム進出
支援をサポートしています。
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弁護士 二本松 裕子
 （パートナー）
第二東京弁護士会

ベトナムプラクティスメンバーとして、
主に、インフラ整備・プロジェクト関係・
紛争解決等を担当しています。> View 

    Profile

E-mail: aandsvietnam@aplaw.jp  [ お問合せ先 ]

弁護士 鈴木 由里 
（パートナー）

第二東京弁護士会

法制度調査、クロスボーダー M&A、国際
金融取引、海外進出、コンプライアンス、
国際通商等の渉外業務の実務経験を豊富
に有するほか、近時では、IoT・ビッグ
データ・人工知能等を利用した新規事業
の法的サポートを行っています。
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HANOI / HO CHI MINH CITY TOKYO

M&A や一般企業法務と共に、ベトナム・ロシア
といった新興国進出案件に携わってきました。
���� 年 � 月よりベトナムの APAC に出向し、
日系企業進出、国際取引、紛争解決等の分野
で幅広く活躍しています。

（アソシエイト）
第二東京弁護士会
ベトナム登録外国弁護士

弁護士 三浦 康晴

E-mail: yasuharu.miura@aplaw.jp
Mobile: +84-8-9857-7076 

ベトナム社会主義共和国弁護士 * 
ダン・ミン・チャウ
 （アソシエイト）

日系企業のベトナム進出、および進出後
における様々な法的課題解決に際しての
経験を豊富に有しています。現在は、日本語
も活かしながら、東京において日系企業
の海外での事業支援に携わっています。
* 但し、外国法事務弁護士の登録はない。
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https://www.aplaw.jp/lawyers/yasuharu-miura/
https://www.aplaw.jp/lawyers/yuri-suzuki/
https://www.aplaw.jp/lawyers/yuko-nihonmatsu/
https://www.aplaw.jp/lawyers/natsuko-tomatsu/
https://www.aplaw.jp/lawyers/minh-chau-dang/
https://www.aplaw.jp/global_services/vnm/

